
○加東市部活動あり方検討委員会設置要綱

令和5年2月24日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 加東市立中学校及び義務教育学校における部活動の段階的な地域移行について検討するため、

加東市部活動あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 部活動の現状と課題に関すること。

(2) 部活動のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 体育・スポーツ又は文化に関する団体の代表

(3) 学校関係者

(4) 保護者の代表

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長の指名により選任する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を

代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長(その職務を代理する副委

員長を含む。)が定まっていないときは、教育長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の運営上特に必要があると認める場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を

聴くことができる。

(部会)

第7条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、加東市教育委員会事務局教育振興部生涯学習課及びこども未来部学校教育課

において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定め

る。

附 則

この告示は、令和5年4月1日から施行する。
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部活動地域移行に係るこれまでの動き 

 
 日 程 内 容 備 考 

１ R4.7 教職員への意識調査 〔※１〕 

２ R4.8 教職員への概要説明  

３ R5.1 加東市内保護者あて文書配布 〔※２〕 

４ R5.4.14(金) 加東市スポーツ協会三役会 概要説明 

【資料１】 

【資料２】 

【資料３】 

【資料４】 

５ R5.4.19(水) 加東市スポーツ協会総会 概要説明 

６ R5.4.28(金) 加東市文化連盟執行部会 概要説明 

７ R5.5.20(土) 加東市文化連盟総会 概要説明 

８ R5.5.31(水) 加東市スポーツ少年団本部総会 概要説明 

９ R5.6.15(木) スポーツクラブ 21 加東市連絡協議会総会 概要説明 

10 R5.6.16(金) 加東市スポーツ推進委員月例会 概要説明 

11 R5.6.22(木) 社会教育委員の会議 概要説明 

12 R5.7.7(金) 第１回加東市部活動あり方検討委員会  

 
〔※１〕教職員への意識調査[n=68] 

 土日の部活動について 

 (1) 地域や外部指導者にお願いしたい。〔64.7%〕 

 (2) 地域や外部指導者が無理な場合は、自分が指導する。〔17.6%〕 

 (3) 土日でも自分が指導するが、外部指導者に一緒に指導してほしい。〔13.2%〕 

 (4) 土日でも自分が指導したい。〔4.5%〕 

 

〔※２〕今後のスケジュール予定 
年度 加東市の動き 部活動の動き 

令和５年度 
   
     「加東市部活動の在り方検  

            討委員会（仮称）」を設置 

      ・今後の方向性や成果・課 

             題等について検討・協議 

      
     ・教員 

      ・部活動指導員の増員 

      ・部活動外部指導者 

令和６年度 

令和７年度 

      

          ・地域移行開始 

      ・土日から 

       
           ・土日：地域人材による指導（希 

         望教員による指導も可） 

       ・部活動再編成（合同チーム等） 

※令和７年度から、土日等休業日の部活動を段階的に地域へ移行する。 
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令 和 ５ 年 １ 月  日 

  保 護 者 様 

加 東 市 教 育 委 員 会 

 

中学校部活動の地域移行について 

 

 平素は学校教育にご理解・ご協力いただきありがとうございます。 

 中学校部活動については、これまで教員を中心に指導してきましたが、今後は地域移行を図る

ことが国から示されました。加東市では、令和５年度に検討委員会を設置し、加東市の子どもや

地域の現状に応じた地域移行の形を検討していきます。 

 令和５年度から令和６年度は、現状の部活動を維持しますので現在の中学校・義務教育学校後

期課程の生徒に大きな影響はありません。部活動指導員や部活動外部指導者を増員し、指導の充

実を図ります。令和７年度の新中学校１年生・義務教育学校７年生から地域移行による運営を計

画しています。具体的には、土日等の休業日の活動を地域へ移行するものです。 

 学校と地域との連携・協働により部活動を進めていくにあたり、地域や保護者の方々におかれ

ましても、指導者として一緒に関わっていただくことが考えられます。ご協力いただける方があ

りましたら、ぜひご協力願います。 

  なお、今後、新たに国から方針が出される際は、順次対応してまいります。 

 

記 

 

１ 今後のスケジュール予定 

年度 加東市の動き 部活動の動き 

令和５年度 

   

 

    「加東市部活動の在り方検討 

     委員会（仮称）」を設置 
     ・今後の方向性や成果・課題等

に     ついて検討・協議 

      

     ・教員 

     ・部活動指導員の増員 

     ・部活動外部指導者 

 

 

 

令和６年度 

令和７年度 

     ・地域移行開始 

     ・土日から 

    

     ・土日：地域人材による指導（希  

       望教員による指導も可） 

       ・部活動再編成（合同チーム等） 

※令和７年度から、土日等休業日の部活動を段階的に地域へ移行する。 

 

２ その他 

  加東市では、教員に加え、部活動指導員（技術指導だけではなく、顧問と同様に引率や単独  

 での指導が可能）を８名、部活動外部指導者（主に技術指導が中心）を３名配置〔R5.1 現在〕  

 し、指導にあたっています。令和５年度においては、部活動指導員の数を増員する予定です。 

  また、今後は部員の人数により合同チームによる運営等、多様な運営の形が考えられます。 

 

 

【問い合わせ先】 加東市教育委員会 学校教育課  T E L 43-0541  F A X 43-0559 
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